
                                                   

１ 

日本私立学校振興･共済事業団（助成業務）の令和５年度業務実績評価の結果を踏まえた令和６年度業務運営への反映状況 

中期計画項目 令和５年度業務実績評価における主要な課題、改善事項など 左記の課題、改善事項などを踏まえた令和６年度業務運営への反映状況 

 

１ 国民に対

して提供する

サービスその

他の業務の質

の向上に関す

る事項 

 

１ 補助事業 

引き続き、事案の発生要因の分析と申請書類や手続き等

の見直しも含めた再発防止への取組を充実するとともに、

補助金の申請ミス防止に向けた周知内容の充実を図るな

どの取組が望まれる。 

 

・補助金制度へのさらなる理解の促進のため、「基礎編」と「実践編」の

学内研修用教材（音声解説付き）を作成し、電子窓口により、例年より

実施日を早めて配付した。 

・補助金の適正な申請を確認するため、補助金交付法人への実地調査を行

った。調査時には申請内容と証ひょう書類等との照合と併せて、補助金

申請に係る根拠となる資料の整理・保管方法等について助言を行い、補

助金の適正な申請について注意を促した。（調査法人数：47 法人 59 校） 

・学校法人との対面形式での個別相談及び助成部の事業（補助事業・寄付

金事業・減免資金交付事業）についての説明を併せて実施する「助成部

相談会・説明会」を開催した。会場は、より多くの相談に対応できるよ

う、令和５年度の会場（福岡、大阪）に、２会場（東京、札幌）を加え、

計４会場での開催とした。（助成部説明会の参加法人数：339 法人、助成

部相談会のうち補助事業に係る相談法人数：48 法人） 

 

 

２ 貸付事業 

①貸付実績が計画額を大幅に下回っているため、融資制度

の改善などを通じて、可能な限り貸付規模を回復するた

めの取組を引き続き行うことが望まれる。 

 

・借入ニーズの把握等を目的として、施設・設備整備計画のある学校法人

を訪問した。（訪問法人数：73件（71法人） 

・成長分野への学部再編等を支援するための「大学・高専機能強化支援事

業」に選定された大学法人（54 法人）を対象として、事業団融資におけ

る優遇措置の案内を送付した。 

・直近の融資制度の変更点等について、事業団ホームページへの掲載に加

え、令和６年度私学リーダーズセミナー、私学スタッフセミナー及び令

和６年度助成部説明会において「私学事業団融資のご案内」を配付する

など、学校法人への周知を行った。 

・私立学校施設の耐震化事業等を引き続き支援するため、令和７年度概算

要求事項として、現行の利子助成制度を継続するよう文部科学省へ要望

し認められた。加えて、私立学校が防災拠点として貢献できるよう、新

たに指定避難所施設等の機能強化整備事業への利子助成制度が認められ

た。 

・返済方法の利便性を高めるため、令和７年３月 15 日返済分から新たに預

金口座振替を開始した。 

 



                                                   

２ 

中期計画項目 令和５年度業務実績評価における主要な課題、改善事項など 左記の課題、改善事項などを踏まえた令和６年度業務運営への反映状況 

 

１ 国民に対

して提供する

サービスその

他の業務の質

の向上に関す

る事項 

 

 

２ 貸付事業 

②新たに元金の滞納が発生した学校法人のうち、未回収の

法人については引き続き回収に向けた取組に努めると

ともに、私学経営情報センターと連携の上、新規滞納法

人の発生を抑止するための取組を強化することが望ま

れる。 

 

・令和６年９月において新たに元金の滞納が発生した８法人については、

初期の電話督促に努めた結果、令和６年 10 月までに滞納を解消した。 

・近い将来不良債権化する可能性のある５法人について、私学経営情報セ

ンターとプロジェクトチームを編成した。このうち３法人が来団、２法

人とオンラインによる面談を実施し、令和５年度決算書及び令和６年度

在籍学生等数に関する資料等の提出と、今後の見通しについての説明を

受けた。 

 

 ③計画値である 2.0％以下を達成しているものの、リスク

管理債権割合については年々上昇傾向であるとともに、

リスク管理債権のうち、弁済期限を６箇月以上経過して

延滞となっている危険債権額が増加しているため、その

動向を注視し、抑止する方策を検討することが必要と考

えられる。 

・長期滞納（６か月以上元利金を滞納）している 19 法人に対し、文書、電

話等による督促を行った。実質的に休校状態となった１法人については

現地を訪問し、法人の状況及び返済意欲の確認を行った。また、所管す

る県の主管課訪問により、同法人の現況把握を行った。（延滞元金をす

べて回収した法人：２法人） 

・長期滞納法人については、顧問弁護士の助力を得て対応した（２法人）。

うち１法人については、連帯保証人変更の手続きに着手した。 

・滞納法人への督促及び債権管理の強化による債権の保全・回収に取り組

んだ結果、令和６年度末の総貸付残高に対するリスク管理債権の割合は、

1.53％（うち危険債権額の割合は 1.49％）となった。 

 

 

２ 業務運営

の効率化に関

する事項 

 

３ 契約の適正化 

結果として一者応札となった場合、要因の分析を行うな

ど改善に向けた取組を引き続き行うことが望まれる。 

 

・令和６年度の一般競争入札（20 件）のうち一者応札は 10 件（50.0％）

であった。 

・結果として一者応札が複数年度続く場合等は、必要に応じ、業者の入札

参加辞退理由を確認・検討のうえ、仕様書の内容を工夫する等の取組を

行っている。令和６年度においては、一者応札案件のうち「コピー用紙

の購入」について、発注時間を早めることで発注から納期までの時間に

余裕を持たせるよう、令和７年度に向け仕様を変更している。 

・調達予定情報の公表（一般競争入札は 30日間、政府調達に該当する場合

は 50日間）を、引き続き行った。公表の方法としては、事務所での掲示

及び事業団ホームページでの掲載を実施し、業者に対し十分な準備期間

を設けることで、できるだけ多くの業者が参加しやすいようにした。 

・令和５年度に一者応札であった案件名「『月報私学』の編集及び印刷作成

等業務」は、令和６年度の入札では４者が参加した。 

 



                                                   

３ 

中期計画項目 令和５年度業務実績評価における主要な課題、改善事項など 左記の課題、改善事項などを踏まえた令和６年度業務運営への反映状況 

 

３ 財務内容

の改善に関す

る事項 

 

１ 収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務内容の

実現 

 引き続き、第５期中期計画期間以降の収支状況における

シミュレーション等を踏まえ、中長期的な展望のもとで健

全な財政運営の維持に向けた取組を行うことが望まれる。

 

 

・助成勘定の健全な財政運営の維持に向けた方策の検討のため、令和５年

度決算をもとに第５期中期目標期間以降の収支状況に係る損益シミュレ

ーションを実施し、「助成業務における財政検討会議」において検討を行

ったうえで、その結果を執行役員会議に報告し、さらには長期推計説明

会を実施し、全役職員へ周知した。 

 


